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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　負荷に電源電圧を供給するところの電圧レギュレータを制御するコントローラであって
、
　負荷に供給される電源電圧に応じた測定電圧を出力する差動アンプと、
　目標電圧が供給される非反転入力端子と前記測定電圧が供給される反転入力端子とを有
し、目標電圧と測定電圧とを比較し、前記電圧レギュレータを制御するエラーアンプと、
　負荷に供給される電源電圧の電圧値の変更に応答して、オフセットの値に応じて前記反
転入力端子の電圧を下げる補正回路とを具備し、
　前記補正回路は、前記電源電圧を前記目標電圧まで下げるとき、前記測定電圧が前記目
標電圧に到達するまでは前記オフセットの値を時間とともに増加させ、前記到達後は前記
オフセットの値を時間とともに減少させるコントローラ。
【請求項２】
　前記補正回路は、デジタル／アナログ変換回路を有し、供給されるデジタルデータに従
って、オフセット電圧が変更される請求項１に記載のコントローラ。
【請求項３】
　前記デジタル／アナログ変換回路は、デジタルデータをアナログ電流へ変換する電流デ
ジタル／アナログ変換回路であり、変換された前記アナログ電流は、前記エラーアンプの
反転入力端子と差動アンプとの間を接続する抵抗素子に供給される請求項２に記載のコン
トローラ。
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【請求項４】
　電源電圧が低下されるとき、前記電流デジタル／アナログ変換回路は、前記抵抗素子か
ら電流を引き抜く請求項３に記載のコントローラ。
【請求項５】
　プログラムに従って動作するＣＰＵと、
　前記ＣＰＵに供給されるべき電源電圧を形成する電圧レギュレータと、
　前記電圧レギュレータを制御するコントローラとを具備するシステムであって、
　前記コントローラは、
　負荷に供給される電源電圧に応じた測定電圧を出力する差動アンプと、
　目標電圧が供給される非反転入力端子と前記測定電圧が供給される反転入力端子とを有
し、目標電圧と測定電圧とを比較し、前記電圧レギュレータを制御するエラーアンプと、
　負荷に供給される電源電圧の電圧値の変更に応答して、オフセット値に応じて前記反転
入力端子の電圧を下げる補正回路とを具備し、
　前記補正回路は、前記電源電圧を前記目標電圧まで下げるとき、前記測定電圧が前記目
標電圧に到達するまでは前記オフセットの値を時間とともに増加させ、前記到達後は前記
オフセットの値を時間とともに減少させるコントローラを具備するシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、コントローラ及びコントローラを有するシステムに関し、特にＣＰＵ（Ｃｅ
ｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）に供給される電源を制御するコントロー
ラ、及びＣＰＵとそれに供給される電源を制御するコントローラを具備するシステムに適
用可能な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許第３９７４４４９号公報（特許文献１）には、出力電圧応答性を改善した電源装置
が、開示されている。また、特許第３７９９３２４号公報（特許文献２）には、誘導加熱
調理器に用いられるインバータ出力制御回路を、ＲＩＳＣ（Ｒｅｄｕｃｅｄ　Ｉｎｓｔｒ
ｕｃｔｉｏｎ　Ｓｅｔ　Ｃｏｍｐｕｔｅｒ）マイコン若しくはＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔａｌ　
Ｓｉｇｎａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）によって構成することが、開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第３９７４４４９号公報
【特許文献２】特許第３７９９３２４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の図１には、指令電圧Ｖｄａｃと出力電圧Ｖｏとを受け、出力電圧の応答性
を改善する出力電圧設定補助回路部４０を有する電源装置が開示されている。しかしなが
ら、出力電圧を低下させる際の波形の落ち込み（Ｄｒｏｏｐ）について意識されていない
。
また特許文献２では、電源を制御するコントローラの消費電力を低減することが意識され
ていない。
　その他の課題と新規な特徴は、本明細書の記述および添付図面から明らかになるであろ
う。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一実施の形態によれば、ＣＰＵに供給される電源電圧を制御するコントローラは、その
非反転入力端子に目標電圧が供給され、その反転入力端子にＣＰＵに供給される電源電圧
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に応じた測定電圧が供給され、測定電圧と目標電圧に応じた電圧を、電圧レギュレータに
提供するエラーアンプを有する。該コントローラは、電源電圧を低下させるときに、前記
エラーアンプの反転入力端子に、オフセットを供給する補正回路が設けられる。
【０００６】
　他の一実施の形態によれば、所定の時間間隔で、ＣＰＵに供給される電源の状態等を測
定するところのテレメタリ処理が、ＤＳＰにより実施される。ＤＳＰは、所定の時間間隔
で起動され、起動されるとテレメタリ処理を実施し、テレメタリ処理を実施した後、待機
状態（省電力モード）にされる。
【発明の効果】
【０００７】
　前記一実施の形態によれば、ＣＰＵに供給される電源電圧を低下させるときに、電源電
圧の波形が落ち込むのを低減することが可能となる。また、ＣＰＵに供給される電源の状
態を、所定の時間間隔で測定しても、低消費電力化を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】コントローラ及びそれを用いたシステムの構成を示すブロック図である。
【図２】ＭＣＵとＤＳＰの処理を説明するためのタイミング図である。
【図３】電圧制御動作の処理手順を表わすフローチャート図である。
【図４】パワーステート制御の動作の処理手順を表わすフローチャート図である。
【図５】ＰＭＢＵＳを介した命令を実行する手順を表わすフローチャート図である。
【図６】テレメタリ動作の処理手順を表わすフローチャート図である。
【図７】コントローラおよびそれを用いたシステムのブロックを示す図である。
【図８】図７に示したブロックの動作を説明するための波形図である。
【図９】実施の形態に係るコントローラおよびそれを用いたシステムのブロックを示す図
である。
【図１０】図９における制御回路の構成を示す回路図である。
【図１１】制御回路の変形例を示すブロック図である。
【図１２】実施の形態に係わる回路を示す回路図である。
【図１３】図１２の動作を説明するための波形図である。
【図１４】実施の形態の変形例を示す回路図である。
【図１５】実施の形態に係わる回路を示す回路図である。
【図１６】図１１の動作を説明するための波形図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　先ず、以下に述べる実施の形態の概要について、図１および図１２を用いて説明する。
以下の説明では、同じ機能を果たす部分には同じ記号を付して、繰り返しの説明を避ける
様にしている。そのため、説明が省略されている部分については、同じ記号が付されてい
る部分の説明を参照されたい。
【００１０】
　図１において、２５は、図示されていないメモリ（例えば、ＤＤＲメモリ）に格納され
ているプログラムに従って動作するマイクロプロセッサ（以下、ＣＰＵと称する）である
。特に制限されないが、このＣＰＵ２５は、所謂ノート型パーソナルコンピュータ（以下
、ノートＰＣと称する）に設けられ、プログラムに従ってアプリケーションを実行する。
ノートＰＣでは、バッテリでの長時間動作が望まれる。ＣＰＵ２５は、高速にアプリケー
ションを実行するために、比較的高い周波数で駆動される等のために、消費電力が大きい
。例えば、実行すべきアプリケーションに応じて駆動する周波数及びＣＰＵ２５の電源電
圧をきめ細かく制御することにより、ノートＰＣの駆動時間を長くする等のことが実施さ
れる。ＣＰＵ２５に供給される電源電圧をきめ細かく制御するために、コントローラ１が
設けられる。ＣＰＵ２５に供給される電源電圧は電圧レギュレータ３０－１～３０－３に
より形成される。電圧レギュレータ３０－１～３０－３をコントローラ１が制御して、電
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圧レギュレータ３０－１～３０－３の負荷に相当するＣＰＵ２５に供給される電源電圧が
きめ細かく制御される。後に詳細に説明するが、負荷であるＣＰＵ２５に供給される電源
電圧は、コイル２８－１～２８－３と電圧レギュレータ３０－１～３０－３とキャパシタ
２９とにより形成されるが、ここでは、説明を容易にするために、ＣＰＵ２５に供給され
る電源電圧は電圧レギュレータ３０－１～３０－３により形成されると記載している。な
お、後で詳しく説明するが、電圧レギュレータ３０－１～３０－３は、互いに同じ構成に
されている。そのため、同図では電圧レギュレータ３０－３についてのみ、その構成が示
されている。
【００１１】
（コントローラおよびシステム）
　コントローラ１は、例えばフラッシュメモリ７に格納されているプログラムに従って動
作するマイクロコントロールユニット（以下、ＭＣＵと称する）５を含む。さらに、コン
トローラ１は、ＣＰＵ２５に供給されているところの電源電圧等の値に応じたデジタルデ
ータを、アナログ／デジタル変換回路（以下、ＡＤＣと称する）１７から受け、演算処理
を実施するデジタル演算処理ユニット（以下、ＤＳＰと称する）３６を含む。ＭＣＵ５は
、コントローラ１の外部から供給されるコマンドを解釈し、コマンドに応じた処理を実行
する。ＤＳＰ３６は、制御回路３５からの起動信号に応答して、メモリ３７に格納されて
いるプログラムを読み込み、読み込んだプログラムに従って動作する。すなわち、ＤＳＰ
３６は、電源電圧等の値に応じたデジタルデータに対して、所定の演算処理を実行する。
制御回路３５は、タイマ３４から所定の時間間隔で発生される信号に応じて、前記した起
動信号を形成する。この起動信号は、この実施の形態においては、ＤＳＰ３６の割り込み
信号として作用する。そのため、ＤＳＰ３６は、ＭＣＵ５とは独立して動作する。後で、
図２を用いて説明するが、ＤＳＰ３６は、演算処理を実行した後、待機状態へ移行する。
　またコントローラ１は、ＣＰＵ２５に供給される電源電圧を受け、電源電圧に従った測
定電圧を形成する差動アンプ２４と、目標となる電圧である目標電圧を形成するデジタル
／アナログ変換回路（以下、デジタル／アナログ変換をＤＡと称し、ＤＡ回路をＤＡＣと
も称することがある）２２とを含んでいる。また、コントローラ１は、目標電圧と測定電
圧との差を検出し、電圧レギュレータ３０－１～３０－３を制御するエラーアンプ２３を
含んでいる。このような構成にすることにより、負荷であるＣＰＵ２５に供給される電源
電圧が、目標電圧に従った電圧になるようにフィードバック制御が行われる。コントロー
ラ１には、図１に示したように、上記したブロックだけでなく、他のブロックも含まれて
いるが、他のブロックについては、後で図１等を用いて説明するので、ここでは省略する
。
【００１２】
　図１２には、エラーアンプ２３、差動アンプ２４およびＤＡＣ２２に関する部分の詳細
が示されている。同図において、一点破線で囲まれている回路４２０は、電流ＤＡＣであ
る。電流ＤＡＣ４２０は、供給されるデジタルデータに従った電流を回路の接地電圧に向
けて流す、いわゆるシンク電流（Ｓｉｎｋ電流）を流すＤＡＣである。ノートＰＣの低消
費電力化のために、電源電圧を急速に立ち下げることが要求される。この要求に応えるた
めに、ＤＡＣ２２から出力される目標電圧は、比較的高い電圧値から低い電圧値へ低下さ
れる。この低下する目標電圧に対して測定電圧が一致する様に、フィードバック制御が行
われるのであるが、フィードバック制御で用いられるエラーアンプ２３、差動アンプ２４
等が有する遅延のため、電源電圧が、低下後の目標電圧に合致した電圧値になった後で、
目標電圧に合致した測定電圧がエラーアンプ２３の入力ノードに印加される。そのため、
電圧レギュレータ３０－１～３０－３から出力される電圧の波形は、目標電圧に合致した
電圧値よりも落ち込み、その後で、目標電圧に合致した電圧値に戻ると言う様な振動を起
こす。電流ＤＡＣ４２０は、電源電圧を低下させるとき、差動アンプ２４の出力電流を回
路の接地電圧に引き抜く様に作用する。そのため、差動アンプ２４から出力される電圧で
ある測定電圧は、電流ＤＡＣ４２０を設けない場合に比べて低くされ、エラーアンプ２３
の反転入力端子に供給され測定電圧が低くされる。言い換えるならば、電流ＤＡＣ４２０
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によって、エラーアンプ２３の反転入力端子にオフセット電圧が加えられる。これにより
、オフセット電圧が加えられていない場合に比べて、エラーアンプ２３の非反転入力端子
（図では、"＋"で表示）と反転入力端子（図では、"－"で表示）間の電圧差が低減され、
エラーアンプ２３の出力によって駆動される電圧レギュレータの出力電圧の落ち込みを低
減することが可能となる。特にＣＰＵ２５の動作下限となるような電源電圧を超えて、電
源電圧が落ち込むのを防ぐことにより、ノートＰＣの誤動作を防ぐことも可能となる。
【００１３】
　このようにすることにより、ＭＣＵ５がコマンドの解析或いはコマンドの解析結果に応
じた処理を実行している期間においても、ＤＳＰ３６はＣＰＵ２５に供給されている電源
電圧等に応じたデジタル信号（ＡＤＣ１７の出力）を、所定の時間間隔で演算処理するこ
とが出来る。これにより、演算処理の結果に基づいた電源電圧等の確認及び制御をきめ細
かく実施することが可能となる。また、ＤＳＰ３６は、演算処理の後は、待機状態へ移行
するため、コントローラ１の消費電力の低減が図れる。なお、ＤＳＰ３６の替わりに、Ｍ
ＣＵ５により演算処理を実行することも考えられるが、コマンドの解析或いは解析結果に
応じた処理と、演算処理とが時間的に重なった場合、いずれか一方の処理が遅くなり、コ
マンドに対するレスポンスの遅れ或いはきめ細かな制御に制限が生じる。
【００１４】
≪実施の形態≫
　図１には、実施の形態に係わるシステムのブロック構成が示されている。この実施の形
態に係わるシステムは、コントローラ１と、電圧レギュレータ３０－１～３０－３と、電
圧レギュレータから電圧が供給されるＣＰＵ２５とを備える。同図において、実線で囲ま
れたコントローラ１は、１つの半導体チップに形成されている。
【００１５】
　コントローラ１は、ＰＩＮ制御部６、フラッシュメモリ７、パラメータレジスタ８、パ
フォーマンスレジスタ９、ＭＣＵ５、ＰＭＢＵＳ（Power　Management　Bus）インタフェ
ース１０、ＳＶＩＤ（Serial　VID）コマンド判定回路１２を備える。さらに、コントロ
ーラ１は、ハードロジック電源制御回路１３、アナログ電源制御回路１１、電源異常監視
回路２、入力部１５２、出力部１５３、ＤＳＰ３６、制御回路３５、タイマ３４、メモリ
３７を備える。
【００１６】
　前述したＳＶＩＤコマンド判定回路１２は、ＳＶＩＤＢＵＳインタフェース（以下、Ｓ
ＶＩＤインタフェースとも称する場合がある）１４と、動作モードレジスタ１６と、電圧
指示値レジスタ１８と、パワーステート指示値レジスタ１９と、テレメタリレジスタ１５
とを備える。また、入力部１５２には、電圧レギュレータ３０－１～３０－３から温度情
報（同図ではＴＥＭＰと記載）と、ＣＰＵ２５に供給される電源電圧ＶＳＥＮ１が信号線
を介して供給される。すなわち、入力部１５２にはＣＰＵに供給される電源電圧をモニタ
ーするためのモニター電圧と、温度情報が入力される。出力部１５３は、コントローラ１
から電圧レギュレータ３０－１～３０－３へ信号を出力する部分である。ＣＰＵ２５は、
特に制限されないが、１つの半導体チップで構成され、電圧レギュレータ３０－１～３０
－３から出力される電圧を電源電圧として受けて、図示されていないメモリに格納された
プログラムに従って様々な処理を行なう。また、ＣＰＵ２５は、ＳＶＩＤインタフェース
１４を通じて、コントローラ１に指示を送る。ＰＩＮ制御部６は、外部の電位固定部２６
から複数の電圧が供給される。この複数の固定の電圧の組み合わせを、ＰＩＮ制御部６は
判定し、コントローラ１の外部端子（図示しない）が、どのように設定されているかを表
わす設定情報をＭＣＵ５に出力する。すなわち、固定の電圧の組み合わせにより、外部端
子の使い方が定められる。また、システム情報の選択も、ＰＩＮ制御部６に供給される複
数の電圧の組み合わせによって行われる。例えば、この複数の電圧の組み合わせにより、
後で述べるパフォーマンスレジスタやパラメータレジスタの値が機種毎に変えられる。
【００１７】
　フラッシュメモリ７には、ＭＣＵ５が実行するためのプログラム（ＭＣＵプログラム）
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とＤＳＰ３６が実行するためのプログラム（ＤＳＰプログラム）が、予め格納される。例
えば電源規格の変更があった場合、フラッシュメモリ７に格納されるプログラムを変更す
ることにより、それに合わせたコントローラ１を提供することが可能となり、デバイスを
再開発する手間を省くことができる。また、フラッシュメモリ７は、最大許容電圧値、最
大許容温度、および最大許容電流などの初期値を定めた複数のパラメータのテーブルを記
憶する。フラッシュメモリ７に格納されたＤＳＰプログラムは、例えばコントローラ１に
電源を投入した際に、ＭＣＵ５がフラッシュメモリ７からメモリ３７へ転送する。
【００１８】
　パラメータレジスタ８は、ＳＶＩＤインタフェース１４を通じて、デジタルステップ制
御でのステップごとの電圧値の変化量（刻み電圧）、および放電モードでの下げたい最終
電圧である指示電圧と放電モードを指示電圧に達する前に放電モードを終了するときの目
標電圧Ｖｓとの差であるΔＶの値などを記憶する。
【００１９】
　パフォーマンスレジスタ９は、フラッシュメモリ７に格納された最大許容電圧値、最大
許容温度、および最大許容電流などのデータ受け取り、記憶する。
　パフォーマンスレジスタ９に格納される最大許容電圧値は、ＣＰＵ２５に印加すること
が可能な最大の電源電圧である。また、最大許容温度は、電圧レギュレータ３０－１～３
０－３等で測定される温度と比較される値で、ＣＰＵ２５或いは電圧レギュレータ等が動
作する際に許容される最高の温度を意味する。更に、最大許容電流は、電圧レギュレータ
が供給することが可能な最大の電流値である。パフォーマンスレジスタ９に格納されたと
ころのこれらの値を超えた場合は、コントローラ１はそれらの値を下げるように電圧レギ
ュレータ３０－１～３０－３などに指示信号を出力する。
【００２０】
　ＭＣＵ５は、フラッシュメモリ７に格納されたＭＣＵプログラムに基づいた処理を行な
う。処理を行う際には、一時的なデータが生じるが、この様なデータは図示されていない
メモリに書き込み・読み出しが行われる。
【００２１】
　ＰＭＢＵＳインタフェース１０は、外部のシステム制御部２７から信号を受けるととも
に、外部のシステム制御部２７へ信号を出力する。このとき、信号の授受は、シリアル通
信線を介してシリアルに行われる。また、ＳＶＩＤインタフェース１４は、シリアル通信
線を通じて、ＣＰＵ２５からの信号を受けるとともに、ＣＰＵ２５へ信号を出力する。
【００２２】
　動作モードレジスタ１６は、現在の動作モードを記憶する。たとえば、動作モードとし
て、後で説明するが、通常モード、放電モードなどがある。電圧指示値レジスタ１８は、
電圧制御時の指示電圧の値を記憶する。パワーステート指示値レジスタ１９は、パワース
テート制御時のパワーステートモードの指定値を記憶する。
【００２３】
　テレメタリレジスタ１５は、電圧レギュレータ３０－１～３０－３の出力電圧を表わす
デジタル信号ＤＶ、電圧レギュレータ３０－１～３０－３内の温度を表わすデジタル信号
ＤＴ、および電圧レギュレータ３０－１～３０－３に供給される電流値を表わすデジタル
信号ＤＩを記憶する。
【００２４】
　ハードロジック電源制御回路１３は、ＤＡＣ（デジタル／アナログ変換）デジタルステ
ップ制御部２０と、位相クロック生成部２１とを備える。ＤＡＣデジタルステップ制御部
２０は、複数回のステップで指示された電圧に達するように、各ステップでの電圧変化値
を決定し、決定した電圧変化値をデジタル信号ＤＶとして出力する。位相クロック生成部
２１は、動作させる電圧レギュレータ３０－１～３０－３への制御信号ＳＭＯＤを活性化
し、動作させる電圧レギュレータ３０－１～３０－３へ位相のクロックを出力する。位相
クロック生成部２１は、停止させる電圧レギュレータ３０－１～３０－３への制御信号Ｓ
ＭＯＤを非活性化する。
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【００２５】
　アナログ電源制御回路１１は、デジタル／アナログ変換回路（以下ＤＡＣと称する）２
２と、差動アンプ２４と、エラーアンプ２３と、ＡＤＣ１７とを備える。ＤＡＣ２２は、
ＤＡＣデジタルステップ制御部２０から出力されたデジタル信号ＤＶをアナログ電圧Ｖ１
に変換する。差動アンプ２４は、ＣＰＵ２５の高電位側の電圧ＶＳＥＮ１と低電位側の電
圧ＶＳＥＮ２の差を増幅して電圧Ｖ２を出力する。すなわち、差動アンプ２４は、ＣＰＵ
２５に供給される電源電圧（高電位側の電圧と低電位側の電圧との差電圧）を増幅して、
出力する。エラーアンプ２３は、ＤＡＣ２２から出力される電圧Ｖ１と、差動アンプ２４
から出力される電圧Ｖ２との差を増幅する。エラーアンプ２３から出力されるところの増
幅された電圧は、指定された電圧とＣＰＵ２５に現在供給されている電源電圧との差を表
わす電圧として、電圧レギュレータ３０－１～３０－３へ供給される。ＡＤＣ１７は、電
圧レギュレータ３０－１～３０－３の出力電圧及び温度ＴＥＭＰをＡＤ（アナログ／デジ
タル）変換する。
【００２６】
　電源異常監視回路２は、電圧コンパレータ４と、電源異常監視部３とを備える。電圧コ
ンパレータ４は、入力部１５２からＣＰＵ２５に供給されている電源電圧ＶＳＥＮ１をア
ナログ電圧として受け、所定の電圧（予め設定された電圧で、異常と判断する電圧）との
間でアナログ処理により比較を実施する。電源異常監視部３は、電圧コンパレータ４の出
力に従って、ＣＰＵ２５の電源電圧が異常であるか否かを監視する。
【００２７】
　電圧レギュレータ３０－１～３０－３は、ＣＰＵ２５に電源電圧を供給する。この実施
の形態では、各電圧レギュレータ３０－１～３０－３のそれぞれは、特に制限されないが
、１つの半導体パッケージに収められており、互いに同様な構成を有している。ここでは
、代表として電圧レギュレータ３０－３についてのみ、その詳細な回路構成を示し、この
代表の電圧レギュレータについてのみ動作等の説明をし、他の電圧レギュレータ３０－１
及び３０－２については、その動作等の説明を省略する。
【００２８】
　１つの半導体パッケージ（電圧レギュレータ３０－３）には、３個の半導体チップが封
止されており、それぞれの半導体チップに、ハイサイドＭＯＳトランジスタ１９６、ロウ
サイドＭＯＳトランジスタ１９７、その他の部分（ＰＷＭ（Pulse　Width　Modulation）
部１５１とＭＯＳ制御部１９８）が形成されている。なお、ハイサイドＭＯＳトランジス
タ１９６は、電圧レギュレータ３０－３の出力と電源電圧（図では丸印で示されている）
との間に接続され、ロウサイドＭＯＳトランジスタ１９７は、電圧レギュレータ３０－３
の出力と回路の接地電圧との間に接続されている。
【００２９】
　ＭＯＳ制御部１９８とＭＯＳトランジスタ１９６、１９７とにより、電圧変換を行うた
め、ＭＯＳ制御部１９８とＭＯＳトランジスタ１９６、１９７とにより、ＤＣ－ＤＣ変換
器３３が構成されていると見なすこともできる。電圧レギュレータ３０－３は、制御信号
ＳＭＯＤが活性化されると動作し、制御信号ＳＭＯＤが非活性化されると動作を停止する
。
【００３０】
　前述したＰＷＭ部１５１は、ＰＷＭ比較器３１と、ラッチ回路３２とを備える。ＰＷＭ
比較器３１は、エラーアンプ２３の出力である誤差信号をもとにＰＷＭ信号を出力する。
ラッチ回路３２のセット端子Ｓには、ＰＷＭ比較器３１の出力が入力される。ラッチ回路
３２のリセット端子Ｒには、位相クロック生成部２１の出力であるクロックが入力される
。ＤＣ－ＤＣ変換器３３は、ラッチ回路３２の出力を受け、ＣＰＵ２５へ電源電圧を供給
する。すなわち、ラッチ回路３２から出力されるＰＷＭ信号によりＤＣ－ＤＣ変換器３３
が制御される。
【００３１】
　ラッチ回路３２から出力されるＰＷＭ信号により、ハイサイドＭＯＳトランジスタ１９
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６がオンされ、ロウサイドＭＯＳトランジスタ１９７がオフされると、コイル２８－３を
介して、ＣＰＵ２５の高電位側の電圧ＶＳＥＮ１が上昇する。一方、ハイサイドＭＯＳト
ランジスタ１９６がオフされ、ロウサイドＭＯＳトランジスタ１９７がオンされると、コ
イル２８－３を介して、電圧ＶＳＥＮ１が降下する。なお、キャパシタ２９は、電圧ＶＳ
ＥＮ１の安定化を図るために、コイル２８－１～２８－３の共通接続点に設けられている
。
【００３２】
　（通常モード）
　前述した動作モードレジスタ１６に動作モードとして、通常モードが設定されていた場
合を次に説明する。
【００３３】
　通常モードでは、ＣＰＵ電圧線の電圧ＶＳＥＮ１が一定の電圧になるように、ハイサイ
ドＭＯＳトランジスタ１９６とロウサイドＭＯＳトランジスタ１９７のオン／オフが制御
される。つまり、電圧が低い場合はハイサイドＭＯＳトランジスタ１９６をオンさせて（
このときロウサイドＭＯＳトランジスタ１９７をオフ）、ＣＰＵ２５に供給される電源電
圧を上昇させ、該電源電圧が高い場合はロウサイドＭＯＳトランジスタ１９７をオンさせ
て（このときハイサイドＭＯＳトランジスタ１９６をオフ）、電圧を降下させる。
【００３４】
　この実施の形態では、３個の電圧レギュレータ３０－１～３０－３の出力がコイル２８
－１～２８－３を介してキャパシタ２９に接続される。３個の電圧レギュレータ３０のそ
れぞれにおけるハイサイドＭＯＳトランジスタ１９６及びロウサイドＭＯＳトランジスタ
１９７のオン／オフの位相（タイミング）が互いに異なる（例えば、１２０度ずつ異なる
）様にすることにより、よりリップルの少ない電源電圧をＣＰＵ２５へ供給することが可
能となる。勿論、３相で有る必要はなく、負荷が比較的高くなるデスクトップPCやサーバ
ＰＣでは４～８の様に相数が多くても、一方、負荷が比較的低いタブレットPC、ノートPC
では１～３相でも良い。
【００３５】
　（放電モード）
　次に動作モードレジスタ１６に放電モードが設定されている場合を説明する。
【００３６】
　放電モードとは、ＤＣ－ＤＣ変換器３３をオフ状態に保ったまま、ＣＰＵ２５などで電
荷が放電されていくことで、ＣＰＵ電圧線の電圧ＶＳＥＮ１を特定の電圧に下げるモード
である。言い換えるならば、一定電圧になるように、電源電圧が低い場合はハイサイドＭ
ＯＳトランジスタ１９６をオンさせて（ロウサイドＭＯＳトランジスタ１９７はオフ）電
圧を上昇させたり、電圧が高い場合はロウサイドＭＯＳトランジスタ１９７をオンさせて
（ハイサイドＭＯＳトランジスタ１９６はオフ）電圧を降下させたりするものではない。
つまりＤＣ－ＤＣ変換器３３により、ＭＯＳトランジスタ１９６、１９７をオン／オフさ
せて、ＣＰＵ２５の電源電圧を一定電圧になるよう制御するものではない。なお、ＤＣ－
ＤＣ変換器３３がオフ状態になればよいので、電圧レギュレータ３０をオフ状態にするこ
とで、ＤＣ－ＤＣ変換器３３がオフ状態になる様にしても良い。
【００３７】
　図１において、３６はＤＳＰであり、３７はＤＳＰ３６に接続されたメモリである。ま
た、３４はタイマであり、３５は制御回路である。メモリ３７には、ＤＳＰ３６で実行さ
れるべきプログラムが、フラッシュメモリ７から転送される。
【００３８】
　コントローラ１の電源が投入されることにより、ＭＣＵ５は、フラッシュメモリ７に格
納されているプログラム（ＭＣＵ用のプログラム）に従って動作を開始する。この動作の
中で、ＭＣＵ５は、各種レジスタの設定等を実施するとともに、フラッシュメモリ７に格
納されているＤＳＰ用プログラムを、メモリ３７に転送する。また、ＭＣＵ用プログラム
に従って、ＭＣＵ５は、ＣＰＵ２５に供給される電源電圧を昇圧する様に動作を開始する
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。昇圧により電源電圧が所定値に達すると、ＭＣＵ５はＤＳＰ３６を起動する。これによ
り、ＤＳＰ３６は、メモリ３７に格納されたＤＳＰ用プログラムに従って動作を開始する
。
【００３９】
　ＤＳＰ用プログラムに従って、ＤＳＰ３６は、タイマ３４を起動し、起動後、低消費モ
ード（待機状態）へ移行する。タイマ３４に設定されたところの所定時間を経過すると、
タイマ３４から起動信号が発生する。この起動信号を受けて、ＡＤＣ１７が動作を開始す
る。ＡＤＣ１７が動作を開始することにより、入力部１１２からのアナログ電圧及びアナ
ログ温度のデジタル信号への変換が行われる。また、タイマ３４から発生する起動信号は
、制御回路３５に供給される。制御回路３５はこの起動信号を検出して、ＤＳＰへ割り込
み要求を発生する。割り込み要求を受けたＤＳＰ３６は、この割り込み要求により、待機
状態（省電力モード）から動作状態へ移行し、当該割り込み要求に応じたＤＳＰ用プログ
ラム（メモリ３７に格納されている）を実行する。後で、説明するが、このときに実行さ
れるＤＳＰ用プログラムは、テレメタリ処理用のプログラムである。ＤＳＰ３６は、テレ
メタリ処理用のＤＳＰプログラムの実行を完了すると、再び待機状態へ移行し、次に起動
信号が制御回路３５から供給される迄待機する。また、ＡＤＣ１７についても、起動信号
が供給された後、アナログ／デジタル変換が終了すると、アナログ／デジタル変換用のク
ロック信号の供給が中止され、再び起動信号が供給されるまで、待機状態となる。この様
に、ＤＳＰ３６及びＡＤＣ１７は、所定の動作（テレメタリ処理用の動作及びアナログ／
デジタル変換動作）が終了すると、待機状態に移行するため、消費電力の低減を図ること
が可能となる。一方、タイマ３４により、周期的（所定の時間間隔）で起動信号が発生さ
れるため、所定の時間間隔で、テレメタリ処理を実行することが出来る。タイマ３４から
所定の時間間隔で起動信号が発生する様にするために、所定時間は予めタイマ３４に固定
値として設定しておいても良いし、ＤＳＰプログラム或いはＭＣＵプログラムに、所定時
間を組み込んでおき、ＭＣＵ５によりＤＳＰ３６が起動されたときに、ＤＳＰ３６によっ
てタイマ３４に所定時間を設定しても良いし、ＭＣＵ５が起動したときにタイマ３４を設
定しても良い。いずれの場合でも、タイマ３４は、所定の時間間隔で周期的に、起動信号
を発生する。
【００４０】
　次にテレメタリ処理について説明する。テレメタリ処理（動作）とは、ＣＰＵ２５の電
圧状態などの状態情報を定期的に調べるものであり、そのデータはコントローラ内に保持
される。またＣＰＵ２５或いはシステム制御部２７は、コントローラからそのデータを取
り出すことできる。細かく電源電圧の状態等を把握するためには、より短い時間間隔で定
期的にテレメタリ処理を実施することが望ましい。
【００４１】
　ＡＤＣ１７は、起動信号に応答して、アナログ／デジタル変換用のクロック信号が供給
され、動作を開始する。アナログ／デジタル変換（以下ＡＤ変換と称する）用のクロック
信号により、μsecオーダごとの第１のタイミングで入力部１５２から信号を受け、電圧
レギュレータ３０－１～３０－３の出力電圧（電源電圧ＶＳＥＮ１）をＡＤ変換して、変
換により得られたデジタル信号ＤＶをＤＳＰ３６へ出力する。
【００４２】
　また、ＡＤＣ１７は、ＡＤ用のクロック信号によって、μsecオーダごとの第２のタイ
ミングでエラーアンプ２３からの出力を受け、電圧レギュレータ３０－１～３０－３に供
給される電流値を表わす電圧値（エラーアンプ２３から出力される）をＡＤ変換して、得
られたデジタル信号ＤＩ′をＤＳＰ３６へ出力する。
【００４３】
　また、ＡＤＣ１７は、ＡＤ用のクロック信号によって、μsecオーダごとの第３のタイ
ミングで入力部１５２から温度信号（ＴＥＭＰ）を受け、電圧レギュレータ３０－１～３
０－３内の温度チップ（図示せず）から出力される温度を表わす電圧値をＡＤ変換して、
得られたデジタル信号ＤＴ′をＤＳＰ３６へ出力する。
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【００４４】
　次に、ＤＳＰ３６は、前記したデジタル信号ＤＶ、ＤＩ、ＤＴに対して所定の演算処理
を実施し、テレメタリレジスタ１５内に記憶されているデジタル情報（信号）ＤＶ、ＤＩ
、ＤＴを、最新の情報へ更新する。
【００４５】
　ＣＰＵ２５或いはＭＣＵ５は、必要に応じて、テレメタリレジスタ１５のデジタル情報
ＤＶ、ＤＩ、ＤＴ（電源電圧に関する情報ＤＶ、電流に関する情報ＤＩ、温度に関する情
報ＤＴ）を読出す。
【００４６】
　このように、タイマ３４及び制御回路３５からの起動信号により、電圧レギュレータ３
０－１～３０－３、ＣＰＵ２５の電源電圧等に関する情報を定期的に取り込み、ＤＳＰ３
６により定期的に演算処理をしてテレメタリレジスタ１５に格納する。また、ＤＳＰプロ
グラムを用いて演算処理を行うため、プログラムやパラメータを変更することで、テレメ
タリ動作の特性を容易に変更できる。たとえば、システムによって管理する温度と実際に
実装した場合の温度との間に差が生じることがある。この場合でも、実装した実情に合わ
せて温度に関するパラメータ、たとえば最高温度を変更することができる。これにより、
実際の実装に合わせたテレメタリ動作を設定できる。
【００４７】
　この実施の形態では、出力電圧、出力電流、温度などの複数の情報を定期的にチェック
する例を示したが、勿論、１つの情報を定期的にチェックする様にしても良い。
【００４８】
　（ＳＶＩＤＢＵＳインタフェース）
　次に、ＳＶＩＤＢＵＳインタフェースを介した動作を説明する。動作については、電圧
制御およびパワーステート制御を述べる。
【００４９】
　（電圧制御）
　図３は、電圧制御動作の処理手順を表わすフローチャートである。ＣＰＵ２５は、電圧
値Ｖｔを指定した電圧制御コマンドをシリアル通信線へ出力する（ステップＳ８０１）。
ＳＶＩＤＢＵＳインタフェース１４は、シリアル通信線から受信したコマンドを解釈し、
電圧制御をＤＡＣデジタルステップ制御部２０に指示する（ステップＳ８０２）。ＤＡＣ
デジタルステップ制御部２０は、指示された通常指示電圧Ｖｔを目標値とし、この目標値
に達するために、次のステップでのデジタル電圧ＤＶを出力する（ステップＳ８０３）。
ＤＡＣ２２は、デジタル電圧ＤＶをアナログ電圧Ｖ１に変換する（ステップＳ８０４）。
差動アンプ２４は、ＣＰＵ２５の高電位側の電圧ＶＳＥＮ１と低電位側の電圧ＶＳＥＮ２
の差を増幅して電圧Ｖ２を出力する（ステップＳ８０５）。エラーアンプ２３は、ＤＡＣ
２２から出力される電圧Ｖ１と、差動アンプ２４から出力される電圧Ｖ２との差を増幅し
て、増幅された電圧を、指定された電圧と現在のＣＰＵ２５の電圧との差を表わす電圧と
して電圧レギュレータ３０－１～３０－３へ出力する。電圧レギュレータ３０－１～３０
－３は、エラーアンプ２３から出力される電圧に基づいて、出力する電圧を補正する（ス
テップＳ８０６）。
【００５０】
　例えば、通常指示電圧Ｖｔより高電位側の電圧ＶＳＥＮ１が低い場合は、ハイサイドＭ
ＯＳトランジスタ１９６がオンすることで、高電位側の電圧ＶＳＥＮ１を上昇させる。こ
れに対して、通常指示電圧Ｖｔより高電位側の電圧ＶＳＥＮ１が高い場合は、ロウサイド
ＭＯＳトランジスタ１９７がオンすることで、高電位側の電圧ＶＳＥＮ１を降下させる。
その後、ステップＳ８０３に戻り、処理が繰返される。これにより、高電位側の電圧ＶＳ
ＥＮ１が通常指示電圧Ｖｔになるように制御される。このように、ここでの電圧制御動作
は、ＭＣＵ５を介さず、ハードロジック電源制御回路１３を介して動作しているため、速
くすることができる。すなわち、高速な動作を実現出来る。
【００５１】
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　（パワーステート制御）
　パワーステート制御とは、複数の電圧レギュレータのうち動作させる電圧レギュレータ
数を設定して制御するものである。ＣＰＵで消費される電流の大小によって、パワーステ
ートモードは切り替えられる。図４は、パワーステート制御の動作の処理手順を表わすフ
ローチャートである。
【００５２】
　ＣＰＵ２５は、パワーステート制御コマンドをシリアル通信線へ出力する（ステップＳ
７０１）。ＳＶＩＤＢＵＳインタフェース１４は、シリアル通信線から受信したコマンド
を解釈し、パワーステート制御を位相クロック生成部２１に指示する（ステップＳ７０２
）。位相クロック生成部２１は、動作させる電圧レギュレータ３０－１～３０－３と、動
作させる電圧レギュレータ３０－１～３０－３への位相クロックの位相を決定する。例え
ば、パワーステートモードに「０」が指定された場合には、これがパワーステート指示値
レジスタ１９に格納される。位相クロック生成部２１は、負荷電流をＣＰＵ２５に与える
ために、複数の動作させる電圧レギュレータ３０－１～３０－３の選択と、それらの電圧
レギュレータ３０－１～３０－３に与えるクロックの位相を決定する。
【００５３】
　パワーステートモード「０」が指定される場合は、通常負荷電流が大きく、高精度の電
圧の安定性が要求される場合が多い。このため、高速に定期的に処理される。また、パワ
ーステートモードに「１」が指定された場合には、これらがパワーステート指示値レジス
タ１９に格納される。位相クロック生成部２１は、電圧レギュレータ３０－１～３０－３
のうちの動作させる１つの電圧レギュレータを選択し、その電圧レギュレータに与えるク
ロックの位相を決定する。パワーステートモード「１」が指定される場合は、通常負荷電
流が小さい場合が多い。このため、定期的に処理されるものの、パワーステートモードに
「０」に比べ電圧レギュレータの消費電力が下がる。パワーステートモードに「２」が指
定された場合には、これらがパワーステート指示値レジスタ１９に格納される。位相クロ
ック生成部２１は、電圧レギュレータ３０－１～３０－３のうちの動作させる１つの電圧
レギュレータを選択する。負荷電流を与えるために、指定電圧（これはＣＰＵ２５によっ
て別のコマンドによってパラメータレジスタ８内に記憶される）以下となったときに動作
させる電圧レギュレータへ与えるクロックの位相を決定する（ステップＳ７０３）。パワ
ーステートモード「２」が指定される場合は、通常パワーステートモード「１」よりもさ
らに負荷電流が小さい場合が多い。このため、不定期で電圧降下時のみ処理され、パワー
ステートモードに「１」に比べ電圧レギュレータの消費電力が下がる。
【００５４】
　位相クロック生成部２１は、動作させる電圧レギュレータ３０－１～３０－３のいずれ
か１つまたは複数に対し制御信号ＳＭＯＤを活性化し、動作させる電圧レギュレータ３０
－１～３０－３へ決定された位相のクロックを出力する。電圧レギュレータ３０－１～３
０－３は、活性化された制御信号ＳＭＯＤを受けると、位相クロック生成部２１から送ら
れるクロックに基づいて、電圧を出力する（ステップＳ７０４）。
【００５５】
　位相クロック生成部２１は、停止させる電圧レギュレータ３０－１～３０－３のいずれ
か１つまたは複数に対し制御信号ＳＭＯＤを非活性化する。電圧レギュレータ３０－１～
３０－３は、非活性化された制御信号ＳＭＯＤを受けると、電圧の出力を停止する（ステ
ップＳ７０５）。
【００５６】
　以上により、パワーステート制御コマンドに応答して、電圧レギュレータが指定された
パワーステートモードに応じた動作を行う。図４では、ＳＭＯＤを活性化するステップと
ＳＭＯＤを非活性化するステップとが、別々のステップ７０４と７０５として示してある
が、これは指定されたパワーステートモードにより、動作させる電圧レギュレータと停止
させる電圧レギュレータがある場合を示している。すなわち、ステップ７０４で電圧レギ
ュレータを動作させた後、その電圧レギュレータをステップ７０５で停止させることを意
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味しているのでは無い。
【００５７】
　（ＰＭＢＵＳインタフェース）
　ＰＭＢＵＳインタフェース１０を介した制御を説明する。ＰＭＢＵＳを介した通信は、
シリアル通信により行われ、ＳＶＩＤＢＵＳインタフェース１４による通信と同様に、電
源電圧制御、パワーステート制御を実行するためのコマンド等がシステム制御部２７から
供給される。なお、図面が複雑になるのを避けるために、図１では、ＭＣＵ５とそれ以外
との接続は省略されている。
【００５８】
　（電圧制御）
　図５は、ＰＭＢＵＳを介した命令を実行する手順を表わすフローチャートである。シス
テム制御部２７は、電圧値Ｖｔを指示した電圧制御コマンドをＰＭＢＵＳへ出力する（ス
テップＳ４０１）。ＰＭＢＵＳインタフェース１０は、ＰＭＢＵＳから受信したコマンド
を解釈し、電圧制御をＭＣＵ５に指示する（ステップＳ４０２）。ＭＣＵ５は、電圧制御
をＤＡＣデジタルステップ制御部２０に指示する。ＤＡＣデジタルステップ制御部２０は
、指示された通常指示電圧Ｖｔを目標値とし、この目標値に達するための、次のステップ
でのデジタル電圧ＤＶを出力する（ステップＳ４０３）。ＤＡＣ２２は、デジタル電圧Ｄ
Ｖをアナログ電圧Ｖ１に変換する（ステップＳ４０４）。差動アンプ２４は、ＣＰＵ２５
の高電位側の電圧ＶＳＥＮ１と低電位側の電圧ＶＳＥＮ２の差を増幅して電圧Ｖ２を出力
する。エラーアンプ２３は、ＤＡＣ２２から出力される電圧Ｖ１と、差動アンプ２４から
出力される電圧Ｖ２との差を増幅して、増幅された電圧を指定された電圧と現在のＣＰＵ
２５の電圧との差を表わす電圧として電圧レギュレータ３０－１～３０－３へ出力する。
電圧レギュレータ３０－１～３０－３は、エラーアンプ２３から出力される電圧に基づい
て、出力する電圧を補正する。たとえば、通常指示電圧Ｖｔより高電位側の電圧ＶＳＥＮ
１が低い場合は、ハイサイドＭＯＳトランジスタ１９６がオンすることで、高電位側の電
圧ＶＳＥＮ１を上昇させる。また、通常指示電圧Ｖｔより高電位側の電圧ＶＳＥＮ１が高
い場合は、ロウサイドＭＯＳトランジスタ１９７がオンすることで、高電位側の電圧ＶＳ
ＥＮ１を降下させる。その後、ステップＳ４０３に戻り、処理が繰返される。
【００５９】
　ＰＭＢＵＳインタフェース１０は、上述した電源電圧制御に用いられるだけでなく、シ
ステム制御部２７からＭＣＵ５にコマンドを供給する働きを有する。このために、ＰＭＢ
ＵＳインタフェース１０は、システム制御部２７から特定の要求があった場合、ＭＣＵ５
に対して割り込み要求を発生する。ＭＣＵ５は、この割り込み要求を解釈し、解釈の結果
に従った処理を実施する。また、割り込み要求に対してアクノリッジ／非アクノリッジの
回答もＰＭＢＵＳインタフェース１０を介してシステム制御部２７に行う。複数種類のコ
マンドが、ＭＣＵ５には供給される。コマンドに応じて実施される処理としては、パフォ
ーマンスレジスタ９の書き換え、テレメタリレジスタ１５の読み出し、電圧指示値レジス
タ１８の書き換え、パワーステート指示値レジスタ１９の書き換え処理等の各レジスタか
らのパラメータの読み出し、書き換え等がある。勿論、使用者の要望に応じてコマンドの
種類は追加されることもある。これらの処理は、ＳＶＩＤＢＵＳインタフェース１４を用
いた電源電圧制御等が実施されているときであっても、システム制御部２７から不定期に
発生する。
【００６０】
　（テレメタリ動作）
　図６は、テレメタリ動作の処理手順を表わすフローチャートである。ＡＤＣ１７は、μ
secオーダごとの第１のタイミングで、電圧レギュレータ３０－１～３０－３の出力電圧
をＡＤ変換して、デジタル信号ＤＶ′をＤＳＰ３６へ出力する。また、ＡＤＣ１７は、μ
secオーダごとの第２のタイミングで、電圧レギュレータ３０－１～３０－３に供給され
る電流値を表わす電圧値をＡＤ変換して、デジタル信号ＤＩ′をＤＳＰ３６へ出力する。
また、ＡＤＣ１７は、μsecオーダごとの第３のタイミングで、電圧レギュレータ３０－
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１～３０－３内の温度チップから出力される温度を表わす電圧値をＡＤ変換して、デジタ
ル信号ＤＴ′をＤＳＰ３６へ出力する（ステップＳ５０１）。
【００６１】
　次に、ＤＳＰ３６は、デジタル信号ＤＶ′に対して、メモリ３７に格納されているプロ
グラムに従い所定の演算を実行し、実行結果を、最新のデジタル信号ＤＶとしてテレメタ
リレジスタ１５へ出力する。ＤＳＰ３６は、デジタル信号ＤＩ′に対して、メモリ３７に
格納されているプログラムに従い所定の演算を実行し、実行結果を、最新のデジタル信号
ＤＩとしてテレメタリレジスタ１５へ出力する。ＤＳＰ３６は、デジタル信号ＤＴ′に対
して、メモリ３７に格納されているプログラムに従い所定の演算を実行し、実行結果を、
最新のデジタル信号ＤＴとしてテレメタリレジスタ１５へ出力する（ステップＳ５０２）
。演算の実行結果をテレメタリレジスタ１５へ出力した後、プログラムに従ってＤＳＰ３
６は、省電力モードへ移行する。
【００６２】
　次に、テレメタリレジスタ１５に格納されたところのデジタル信号ＤＶ、デジタル信号
ＤＩ、およびデジタル信号ＤＴは、ＳＶＩＤＢＵＳを介してＣＰＵ２５により読み込まれ
たり、或いは上述した様に、ＭＣＵ５がテレメタリレジスタ１５の値を読み、それをＰＭ
ＢＵＳインタフェース１０を介してシステム制御部２７へ供給する（ステップＳ５０３）
。
【００６３】
　図２は、テレメタリ演算とＰＭＢＵＳインタフェース１０からＭＣＵ５へ供給される割
り込み処理との関係を示すタイミング図である。
【００６４】
　ＤＳＰ３６は、前述した様に、制御回路３５から周期的に割り込み信号が供給される。
この割り込み信号により、図２においてテレメタリ演算と示されている演算処理（ＡＤＣ
１７から供給されるデータＤＶ、ＤＩ、ＤＴのそれぞれに対して）を実施する。一方、Ｍ
ＣＵ５は、ＰＭＢＵＳインタフェース１０から供給される要求を受けて、図２においてＰ
ＭＢＵＳコマンドと示されている割り込み要求に対応した処理を実施する。この実施の形
態によれば、ＭＣＵ５とＤＳＰ３６は分離（例えば、図１に示されている様に、ＭＣＵ５
のバスとＤＳＰ３６のバスは分離）され、それぞれ独立に動作する様にされている。すな
わち、ＭＣＵ５はフラッシュメモリ７に格納されているプログラムに従って動作し、ＤＳ
Ｐ３６はメモリ３７に格納されているプログラムに従って動作する。そのため、図２に示
されている様に、システム制御部２７から供給されるＰＭＢＵＳコマンドの解析およびそ
の実行とテレメタリ演算とが、時間的に重なっても、それぞれの処理を実施することがで
きる。これにより、システム制御部２７へのアクノリッジが遅れることによる通信エラー
の発生を防ぐことが可能となる。また、システム制御部２７からの要求を、テレメタリ演
算の処理よりも、高い優先度となる様に設定しても、テレメタリ演算を周期的に実施する
ことができ、より正確な電源電圧、電源電流および温度を測定することが可能となる。な
お、ＰＭＢＵＳコマンドの例としては、先の述べた様な各レジスタ（例えば、動作モード
レジスタ１６）への書き込み／読み出し用のコマンド、およびＰＭＢＵＳを用いて電圧制
御を実施する際のコマンド等がある。
【００６５】
　また、ＤＳＰ３６は、システム制御部２７からの割り込み要求を受け、テレメタリ演算
を実施した後は、省電力モードへ移行する様に、そのプログラムが作成されている。その
ため、図２に示されているように、処理が終了すると、ＤＳＰ３６は省電力モードへ移行
する。また、ＡＤＣ１７についても、ＤＳＰ３６が省電力モードへ移行するのに合わせて
、ＡＤ変換用のクロックの供給が中止され、ＡＤＣ１７の消費電力も低減される。一方、
ＭＣＵ５は、テレメタリ演算を実施しないため、ＰＭＢＵＳコマンドに応じた処理を実施
した後、省電力モードへ移行する様に、そのプログラムが作成されている。これにより、
ＭＣＵ５も、コマンドに応じた処理を実行した後、図２に示されている様に省電力モード
へ移行し、ＭＣＵ５での消費電力も低減される。
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【００６６】
　図７には、実施の形態に係るコントローラ１およびそれを用いたシステムのブロックが
示されている。図７に示したコントローラ１は、図１に示したコントローラ１における一
部を変更したものである。図７において、図１と同じ符号が付されている部分は、図１と
同じであるので、詳細な説明は省略する。以下、図１と異なるところについて説明をする
。
【００６７】
　図７において、１０３はモードコントロール回路であり、ＳＶＩＤコマンド判定回路１
２を介してＣＰＵ２５から指令が供給される。１０１は、検出比較回路（検出回路）であ
り、モードコントロール回路１０３により、その動作が制御される。また、位相クロック
生成部２１も、図７に示した実施の形態においては、モードコントロール回路１０３によ
り、その動作が制御される。検出比較回路１０１は、モードコントロール回路１０３によ
って動作状態にされると、所定の電圧１０２とエラーアンプ２３の出力電圧とを比較し、
比較結果を位相クロック生成部２１およびＭＣＵ５に供給する。なお、ＣＰＵ２５からモ
ードコントロール回路１０３への指示も、シリアル通信線を介して供給される。
【００６８】
　１０４は、エラーアンプ２３の出力電圧を電流に変換する電流センス回路である。電流
センス回路１０４は、ＰＷＭ部１５１（図１）でハイサイドＭＯＳＦＥＴ１９６(図１)お
よびロウサイドＭＯＳＦＥＴ１９７(図１)を駆動しているときに、エラーアンプ２３の出
力電圧を電流に変換する。これにより、ＰＷＭ信号でＤＣ－ＤＣ変換器３３(図１)が動作
しているときの駆動電流に応じた電流がＡＤＣ１７を介してＤＳＰ３６に供給される。Ｄ
ＳＰ３６は、供給された駆動電流に応じた電流に対応するデジタルデータに所定の演算を
行い、演算の結果をコマンド判定回路１２内のレジスタ（たとえば前述べたテレメタリレ
ジスタ１５）に書き込む。ＭＣＵ５は、このレジスタに書き込まれた値を判定し、レジス
タ（たとえば前述したパラメータレジスタ８）の値を変更する。このレジスタの値に従っ
て、ＤＡＣデジタルステップ制御部２０がＤＡＣ２２を制御する。
【００６９】
　次に図８を用いて、上述した通常モードから放電モードへ移行する際の動作を説明する
。図８には、ＤＡＣ１１の出力電圧（目標電圧）、ＣＰＵ２５に供給される電源電圧、エ
ラーアンプ２３の出力電圧、電圧レギュレータ３０－１に供給されるクロック信号のそれ
ぞれの波形が示されている。なお、同図では、横軸は時間を示し、縦軸は電圧を示してい
る。
【００７０】
　シリアル通信線を介して、ＣＰＵ２５から動作モードレジスタに、ＰＷＭ信号を用いた
上記通常モードが指定されると、ＤＡＣ２２からは、希望の電源電圧（図８の（Ａ）では
電圧Ｖ１）に応じた目標電圧が出力される。このとき、ＣＰＵ２５の電源電圧は、センス
アンプ２４により検出され、測定電圧としてエラーアンプ２３に供給される。エラーアン
プ２３は、ＤＡＣ２２からの目標電圧と測定電圧との差を検出し、電圧レギュレータ３０
－１～３０－３に供給する。また、このとき、位相クロック生成部２１は、図８の（Ｃ）
に示されているように、周期的なクロック信号Ｃｌｏｃｋを形成し、図１に示したＰＷＭ
部１５１へ供給する。この周期的なクロック信号Ｃｌｏｃｋとエラーアンプ２３からの出
力により、ハイサイドＭＯＦＥＴ１９６およびロウサイドＭＯＳＦＥＴ１９７を駆動する
ＰＷＭ信号が形成される。このようにして、図８に示されているように、電源電圧が、希
望の電圧Ｖ１となるようにフィードバック制御される。
【００７１】
　次に、時刻ｔ１において、シリアル通信線を介して、ＣＰＵ２５から動作モードレジス
タに、放電モードが指定されると、モードコントロール回路１０３により、位相クロック
生成部２１によるクロック信号Ｃｌｏｃｋの生成が中止される。また、モードコントロー
ル回路１０３によって、検出比較回路１０１が動作状態とされる。上記したエラーアンプ
２３の出力電圧の値は、負荷電流によって決まる。この負荷電流によって決まる電圧を中
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心して、測定電圧と目標電圧の差（誤差量）に従って上下に電圧が変化する。そのため、
目標電圧を大きく変更(低下）させた場合、誤差量が大きくなり、後で説明するが時刻ｔ
３で電源電圧が希望の値に到達しても、エラーアンプ２３の応答遅れにより、電源電圧が
更に低下するという状況が起こる。
【００７２】
　一方、動作モードレジスタに、放電モードが指定されると、ＭＣＵ５は、ＤＡＣデジタ
ルステップ制御部２０に対して、所定の刻み（ステップ）で、目標電圧が下がるようにＤ
ＡＣ２２に供給されるＤＡＣデジタルステップ制御部２０の出力であるデジタルデータを
変化させるように指示をする。これにより、図８の（Ａ）に２点破線で示されているよう
に、ＤＡＣ２２から出力される目標電圧は段階的に低下する。これにより、エラーアンプ
２３の出力電圧の値は、上記した中心の電圧近辺に滞在することになり、エラーアンプの
遅延によるフィードバックの遅れを低減することが可能となる。
【００７３】
　時刻ｔ１において、ＤＡＣ２２から出力されている目標電圧が低下すると、低下した時
点では、センスアンプ２４の出力電圧（測定電圧）は目標電圧（第３目標電圧）よりも低
くなるため、エラーアンプ２３の出力電圧は、中心電圧（所定の電圧１０２）よりも低い
値となる。前記したように、放電モードでは、ハイサイドＭＯＳＦＥＴ１９６およびロウ
サイドＭＯＳＦＥＴ１９７から給電が行われない。そのため、ＣＰＵ２５に供給されてい
る電源電圧は、容量２９等に蓄えられている電荷が放電することにより、次第に低下する
。電源電圧が、放電により低下すると、エラーアンプ２３に供給されている電圧間の差が
小さくなり、その出力電圧が、所定の電圧１０２に向けて上昇をする。この上昇により、
エラーアンプ２３の出力電圧が、所定の電圧１０２に到達すると、検出比較回路１０１の
出力が反転し、一致したことが検出され、ＭＣＵ５に伝えられる。
【００７４】
　ＭＣＵ５は、検出比較回路１０１から一致の指示を受けると、コマンド判定回路１２を
介してＤＡＣデジタルステップ制御部２０に対して、ＤＡＣ２２に供給されるデジタルデ
ータを変更する様に指示する。この指示により、ＤＡＣデジタルステップ制御部２０は、
ＤＡＣ２２から出力される目標電圧が１ステップ低下する様なデジタルデータを出力し、
これを受けて、ＤＡＣ２２は、図８の（Ａ）に２点破線で示されている様に、目標電圧を
１ステップ低下させる。エラーアンプ２３は、１ステップ低下された目標電圧（第４目標
電圧）と、センスアンプ２４から出力されている測定電圧とを比較する。前述したのと同
様に、エラーアンプ２３の出力電圧は、一旦所定の電圧１０２より低い電圧となり、その
後で、所定の電圧１０２に到達する様に上昇する。以後、上述した動作が繰り返される。
【００７５】
　放電モードにおいて、ＣＰＵ２５に供給されるべき電源電圧が、希望の電源電圧Ｖ２に
到達（図８の（Ａ）において時刻ｔ３）すると、ＭＣＵ５は、モードコントロール回路１
０３に対して、ＰＦＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏｎ）制御
を実行させるように指示を行う。ＰＦＭ制御の指示を受けることにより、モードコントロ
ール回路１０３は、位相クロック生成部２１が、検出比較回路１０１からの出力電圧に従
った位相を有するクロック信号Ｃｌｏｃｋを生成する様に、位相クロック生成部２１を制
御する。これにより、電圧レギュレータ３０－１～３０－３内のハイサイドＭＯＳＦＥＴ
とロウサイドＭＯＳＦＥＴは、目標電圧（希望の電源電圧Ｖ２に対応した目標電圧）と測
定電圧との差に従って、オン／オフ制御される。なお、ＰＦＭ制御は、ＰＷＭ制御と異な
り、たとえばハイサイドＭＯＳＦＥＴをオン状態にしているパルス幅（時間軸上でのパル
ス幅）が変わるのではなく、オン状態にしている周波数が変わる。すなわち、位相クロッ
ク生成部２１から出力されるクロック信号Ｃｌｏｃｋの周波数が、目標電圧と測定電圧と
の差に従って変化することにより、希望の電源電圧Ｖ２になるように制御される。このよ
うに、ＰＦＭ制御にすることにより、ＣＰＵ２５の電源電圧を低く（Ｖ２）したときの電
圧レギュレータでの消費電力を低減することが可能となる。
【００７６】
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　また、ＰＦＭ制御へ移行する際、エラーアンプ２３から検出比較回路１０１へ供給され
ている電圧は、参照電圧として供給されている所定の電圧１０２から比較的離れた電圧値
ではなく、比較的に近い電圧値となっている。そのため、ＰＦＭ制御へ移行した際に、電
圧レギュレータの出力電圧が比較的大きく変化することを防ぐことが可能となり、電源電
圧が希望の電圧値に収束する時間を短くすることが可能となる。
【００７７】
　放電モードにおいて、電源電圧が希望の電源電圧Ｖ２に到達したか否かは、ＤＡＣ２２
から出力されている目標電圧に対応したデジタルデータの値が、コマンド判定回路１２の
レジスタに保持されているため、この値をＭＣＵ５で判定することで、判断することが可
能である。
【００７８】
　放電モードの途中で、たとえば、ＣＰＵ２５から電源電圧の値を変更する指示（図８の
（Ａ）において電圧Ｖｘ）が供給された場合（図８の（Ａ）において時刻ｔ２）、ＳＶＩ
Ｄコマンド判定回路１２から、ＤＡＣデジタルステップ制御部２０に対して出力するデジ
タルデータの変更が指示される。この場合も、時刻ｔ２における目標電圧に対応したデジ
タルデータが、ＤＡＣデジタルステップ制御部２０から出力されているため、変更の指示
を受けた際のデジタルデータとの差分を把握することができる。すなわち、上昇を指示さ
れた時点での起点の電圧値と、上昇させるべき電圧値を知ることができ、同図の（Ａ）に
おいて、破線で示されている様に、時刻ｔ２から上昇させることができる。上昇させる場
合は、モードコントロール回路１０３を介して、位相クロック生成部２１に対して周期的
なクロック信号を形成させるようにして、ＰＷＭ制御を実施してもよいし、目標電圧と測
定電圧に従った周波数のクロック信号を形成する様にして、ＰＦＭ制御を実施してもよい
。
【００７９】
　上記したステップで低下させる電圧値は、固定値でも良いし、電源電圧を低下させる前
、たとえば放電モードに移行する前における電流センス回路１０４からの電流値に従って
決定してもよい。電流センス回路１０４からの電流値に従って決定する場合には、ＡＤＣ
１７を介してＤＳＰ３６に供給される電流センス回路１０４の出力に従って、ＭＣＵ５が
、１ステップで低下させる電圧値に応じたデジタルデータを形成し、コマンド判定回路１
２を介してＤＡＣデジタルステップ制御部２０に保持させる。ＤＡＣデジタルステップ制
御部２０は、この保持したデジタルデータに従って、ステップ毎に低下させたデジタルデ
ータをＤＡＣ２２に供給して、目標電圧を形成する。また、ステップ毎に、低下させる電
圧値は、異なるようにしてもよい。たとえば、放電モードにおいて、負荷（たとえばＣＰ
Ｕ２５）変動により、電源電圧の低下速度に合わせて、ステップ毎の低下電圧を変えるよ
うにしてもよい。このためには、検出比較回路１０１からの出力をＭＣＵ５に割り込み信
号として供給するようにし、所定時間よりも割り込み信号が短い期間で供給される場合に
は、ＤＡＣデジタルステップ制御部２０に格納されているデジタルデータをインクリメン
トし、１つのステップで低下させる目標電圧の値を大きくするようにしてもよい。これに
より、より短時間で希望の電源電圧Ｖ２への低下を検出することができる。
【００８０】
　上記した第３目標電圧は、図８からも理解されるように、電源電圧を低下させる前の電
圧Ｖ１に対応した第１目標電圧と低下させた後の電圧Ｖ２に対応した第２目標電圧との間
の電圧であって、上記第４目標電圧は上記第３目標電圧と第２目標電圧との間の電圧であ
る。このように、ＤＡＣ２２は、ＤＡＣデジタルステップ制御部２０からのデジタルデー
タに従って電圧を形成するため、電圧発生回路と理解することもできる。また、検出比較
回路１０１は、目標電圧と測定電圧との間の差電圧が、ほぼ０Ｖになったとき、言い換え
るならばエラーアンプ２３の出力電圧が所定の電圧１０２に到達したか否かを、所定の電
圧１０２と比較することにより、検出している。従って、検出比較回路１０１は、検出回
路と見なすことができる。また、エラーアンプ２３の出力に従ってＤＡＣ２２に供給され
るデジタルデータを形成するところのＡＤＣ１７、ＳＶＩＤコマンド判定回路１２、ＤＳ
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Ｐ３６、ＤＡＣデジタルステップ制御部２０、およびＭＣＵ５は、デジタル制御部を構成
していると見なすこともできる。
【００８１】
　なお、電圧レギュレータは、たとえば、時刻ｔ１までは、３個の電圧レギュレータを活
性化し、ＰＷＭ制御で電圧を供給する様にし、時刻ｔ３以降は、１個の電圧レギュレータ
(たとえば、３０－１）のみを活性化し、ＰＦＭ制御で電圧を供給する様にしてもよい。
【００８２】
　図９には、図７で説明したコントローラ１の一部を変更した実施の形態が示されている
。図９において、図７と同じ符号が付されている部分は、同じ機能を果たす部分であり、
その説明は省略する。図７に示した実施の形態と異なる部分について、以下に説明をする
。なお、図９では、図７に示したコントローラの構成のうちでも、この実施の形態を説明
するのに必要でない部分は、図面が複雑になるのを避けるために、省略されている、
【００８３】
　低消費電力化を図るために、ＣＰＵ２５の動作状態に応じてＣＰＵ２５に供給される電
源電圧を急速に変更することがある。たとえば、ＣＰＵ２５に対して高い負荷状態を短時
間で実行させ、軽負荷状態を比較的長くするようなこと（いわゆる、Ｐｏｗｅｒ－ｂｏｏ
ｓｔ）が考えられる。このような場合、電圧レギュレータ３０－１～３０－３を駆動する
クロック信号は比較的高くし、容量２９は比較的小さいことが望まれる。しかしながら、
クロック信号の周波数を高くし、容量を小さくすると、ＣＰＵ２５の動作状態の変化ある
いは変動により、電圧レギュレータの出力電圧の波形が大きく変化するということが生じ
る。
【００８４】
　ＣＰＵ２５が高負荷状態から低負荷状態へ推移するとき、たとえば図８に示したように
、コントローラ１および電圧レギュレータ３０－１～３０－３により、電源電圧は電圧Ｖ
１からＶ２へ変化させられる。この場合、コントローラ１は、電圧Ｖ１を給電するために
、電圧レギュレータをＰＷＭ制御で駆動し、電圧Ｖ２を給電するために、電圧レギュレー
タをＰＦＭ制御で駆動する。このようにＰＷＭ制御とＰＦＭ制御とを使い分けることによ
り、電源効率の向上を図ることができる。
【００８５】
　ＰＷＭ制御とＰＦＭ制御の遷移は、一例を図７および図８で説明したが、図９に示され
ているシリアル通信線を介してＳＶＩＤコマンド判定回路１２へコマンドを供給すること
により行われる。ＭＣＵ５は、ＳＶＩＤコマンド判定回路１２を介して供給されたコマン
ドに従って、モードコントロール回路１０３を制御する。モードコントロール回路１０３
は、ＰＦＭ制御が指示された場合、検出比較回路１０１を動作させる。図９では、ＭＣＵ
５により、モードコントロール回路１０３を制御する例を示しているが、図７と同様に、
ＳＶＩＤコマンド判定回路１２によりモードコントロール回路１０３を制御する様にして
もよい。
【００８６】
　これにより、ＰＦＭ制御においては、検出比較回路１０１は、エラーアンプ２３の出力
電圧が所定の電圧１０２に達したことを検出し、それを位相クロック生成部２１に伝える
。位相クロック生成部２１は、伝えられたタイミングでクロック信号Ｃｌｏｃｋを形成し
、電圧レギュレータ３０－１～３０－３に供給する。電圧レギュレータにおいては、クロ
ック信号Ｃｌｏｃｋのタイミングに合わせて、固定時間だけ、ハイサイドＭＯＳＦＥＴま
たはロウサイドＭＯＳＦＥＴをオン状態にする。エラーアンプ２３の出力電圧が所定の電
圧に到達するタイミングは、目標電圧と測定電圧との差によって変化するため、ハイサイ
ドＭＯＳＦＥＴ／ロウサイドＭＯＳＦＥＴをオン状態にする周波数が、目標電圧と測定電
圧との差によって変わることになる。すなわち、ＣＰＵ２５に供給される電流変動は、ハ
イサイドＭＯＳＦＥＴ／ロウサイドＭＯＳＦＥＴをオン／オフさせる周波数によって補償
される。低負荷状態では、ＣＰＵ２５に供給される電流が少なくなるため、周波数を抑え
ることにより、コントローラ１および電圧レギュレータでの消費電力を抑えることが可能
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となる。ＰＦＭ制御による電力供給を、以下ではＰＳ２モードと称する場合がある。
【００８７】
　一方、ＰＷＭ制御においては、エラーアンプ２３の出力電圧のレベルが、ＰＷＭ比較器
３２１で検出され、その検出結果に従ってパルス発生回路３２２が動作し、パルス発生回
路３２２によって、ハイサイドＭＯＳＦＥＴおよびロウサイドＭＯＳＦＥＴを駆動するＰ
ＷＭ波形が形成される。このように、ＰＷＭ制御においては、ＣＰＵ２５へ供給する電流
に応じて、ハイサイドＭＯＳＦＥＴ／ロウサイドＭＯＳＦＥＴのオン／オフしている時間
が変わる（周期は一定）。なお、図９において、ＰＷＭ比較器３２１は、図１に示したＰ
ＷＭ比較器３１に相当し、パルス発生回路３２２は、図１に示したラッチ回路３２とＭＯ
Ｓ制御部１９８とを含んでいると理解させたい。上記ＰＳ２モードと区別するために、Ｐ
ＷＭ制御による電力供給を、以下ではＰＳ１モードと称する場合がある。
【００８８】
　ＰＳ２モードにおいては、検出比較回路１０１が使われるが、この比較のための参照電
圧である所定の電圧１０２を高く設定すると、エラーアンプ２５の出力電圧が、この参照
電圧に到達するまでに時間がかかるため、ハイサイドＭＯＳＦＥＴ／ロウサイドＭＯＳＦ
ＥＴをオン／オフする周波数が、低くなる。その結果として、コントローラおよび電圧レ
ギュレータの消費電力の低減を図ることは可能となるが、電源電圧におけるリップルが増
え、またピーク電流が増加し、ハイサイドＭＯＳＦＥＴの導通損失が大きくなる。一方、
参照電圧である所定の電圧１０２を低く設定すると、ハイサイドＭＯＳＦＥＴ／ロウサイ
ドＭＯＳＦＥＴをオン／オフする周波数が、高くなる。そのため、この場合には、電圧レ
ギュレータでの損失が増大する。
【００８９】
　参照電圧である所定の電圧１０２の値は、上記したリップルの増加、ピーク電流の増加
、導通損失および損失を考慮して設定される。ＰＳ１モードからＰＳ２モードへ移行する
場合を考えた場合、ＰＳ１モードでの電流供給の能力が低下され、続いてＰＳ２モードへ
移行すると考えられる。ＰＳ１モードで、電流供給の能力を低下する場合、ハイサイドＭ
ＯＳＦＥＴのオン時間を短くするように、エラーアンプ２３の出力電圧の値は、低くなる
。一方、ＰＳ２モードでの参照電圧は、上記した事項（リップルの増加、電圧レギュレー
タの損失増加等）を考慮して決定される。そのため、ＰＳ１モードからＰＳ２モードへ移
行するときに、検出比較回路１０１に供給される参照電圧とエラーアンプ２３の出力電圧
との間に比較的大きな電位差が生じる。たとえば、この移行時において、参照電圧に比べ
てエラーアンプ２３の出力電圧が低いと言う様な状態が生じる。このような状態が生じる
と、移行直後においては、検出比較回路１０１は一致を検出しないことになり、位相クロ
ック生成部２１がクロック信号Ｃｌｏｃｋを形成せず、電圧レギュレータ３０－１～３０
－３が動作せずに、ＣＰＵ２５の電源電圧が一時的に低下（Ｄｒｏｏｐ）する。上記した
様に、低消費電力化のために容量２９が小さくされた場合には、モード変更時に、特に電
源電圧が比較的大きく低下することが考えられ、電源電圧がＣＰＵ２５の動作下限電圧を
下回るような状況が発生することが危惧される。
【００９０】
　図９に示された実施の形態においては、参照電圧である所定の電圧１０２が供給される
検出比較回路１０１の入力ノードに制御回路１０６が接続されている。制御回路１０６は
、モードコントロール回路１０３からの信号により制御される。モードコントロール回路
１０３は、ＰＷＭ制御からＰＦＭ制御へ移行するとき（たとえば、ＰＳ１モードからＰＳ
２モードへ移行するとき）、制御回路１０６に対して、その出力を変更するように指示を
発生する。後で図１０を用いて説明するが、この指示を受けて、制御回路１０６は、参照
電圧を一時的に変更する（たとえば、参照電圧を低下させる）。これにより、ＰＳ１モー
ドからＰＳ２モードへ移行するとき、参照電圧である所定の電圧１０２を低下させること
ができ、モード移行時に検出比較回路１０１の一対の入力ノード間に印加される電圧差（
エラーアンプ２５の出力電圧と、制御回路１０６により変更された参照電圧との間の電圧
差）を減らすことができる。そのため、ＰＦＭ制御に移行したとき、位相クロック生成部
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２１によるクロック信号Ｃｌｏｃｋの生成の遅延を低減することが可能となり、電源電圧
が大きく低下するのを防ぐことが可能となる。
【００９１】
　図１０は、制御回路１０６の回路図である。同図において、４００、４０３、４０４は
抵抗素子であり、４０１および４０２はＭＯＳＦＥＴであり、４０５は容量素子である。
抵抗素子４０３と４０４を電源Ｖｃと回路の接地電圧Ｖｅとの間に直列に接続することに
より、電源電圧Ｖｃを抵抗素子４０３と４０４とで分圧し、参照電圧である所定の電圧１
０２を形成する。抵抗素子４０４と並列接続された容量素子４０５は、参照電圧の安定化
をはかるために設けられており、形成された参照電圧は、図９の検出比較回路１０１の入
力ノードに供給される。抵抗素子４００とＭＯＳＦＥＴ４０１は、インバータ接続され、
その出力がＭＯＳＦＥＴ４０２のゲートに供給されている。ＭＯＳＦＥＴ４０２は、抵抗
素子４０４と並列接続され、スイッチ素子として機能する。ＭＯＳＦＥＴ４０１のゲート
に図９のモードコントロール回路１０３からの信号が供給される。
【００９２】
　ＰＷＭ制御からＰＦＭ制御へ移行する際に、モードコントロール回路１０３からは、ハ
イレベルからロウレベルへ変化し、所定時間後にロウレベルからハイレベルへ戻る制御信
号が供給される。これにより、ＰＷＭ制御からＰＦＭ制御へ移行する際、ＭＯＳＦＥＴ４
０２が上記の所定時間だけオン状態となり、参照電圧が低下される。
【００９３】
　図９と図１０との対応関係を述べておくと、抵抗素子４００とＭＯＳＦＥＴ４０１、４
０２により制御回路１０６が構成され、抵抗素子４０３、４０４および容量素子４０５に
よって所定の電圧１０２が構成されている。
【００９４】
　図１１には、制御回路１０６の変形例が示されている。図１１において、図１０と同じ
部分には、同じ符号を付しており、その説明は省略する。図１１において、制御回路１０
６は、モードコントロール回路１０３からの制御信号によってスイッチ制御されるスイッ
チ４０６、アンプ４０７およびＤＡＣ４０８を有する。ＰＷＭ制御（たとえば、ＰＳ１モ
ード）のとき、モードコントロール回路１０３によってスイッチ４０６は、オン状態にさ
れている。これにより、ＤＡＣ４０８からのアナログ電圧はアンプ４０７により増幅され
、検出比較回路１０１の入力ノードに供給される。このとき、抵抗素子４０３および容量
素子４０５により形成された参照電圧も検出比較回路１０１の入力ノードに供給されてい
るが、アンプ４０７の出力電圧の値によって検出比較回路１０１の入力ノードの電圧はク
ランプされる。ＰＷＭ制御からＰＦＭ制御へ移行する際に、スイッチ４０６はモードコン
トロール回路１０３からの制御信号により、オフ状態にされる。これにより、検出比較回
路１０１の入力ノードにおける電圧は、クランプされた電圧から、参照電圧（抵抗素子４
０３と抵抗素子４０４による分圧電圧）へ変化する。このようにすることにより、ＰＷＭ
制御からＰＦＭ制御へ移行する際、参照電圧よりも低いクランプ電圧が検出比較回路１０
１の入力ノードに印加され、時間経過とともに入力ノードの電圧は、参照電圧に向けて変
化する。この変形例においては、アンプ４０７の増幅率とＤＡＣ４０８に与えるデジタル
データにより、クランプ電圧を変更することができる。なお、ＤＡＣ４０８に与えるデジ
タルデータは、ＭＣＵ５により変更してもよいし、固定にしてもよい。
【００９５】
　図７に示した実施の形態に図９に示した実施の形態を適用した他の実施の形態がある。
この実施の形態においては、図７に示した検出比較回路１０１の入力ノードに、図９に示
した制御回路１０６の出力が接続される。すなわち、検出比較回路１０１（図７）と所定
の電圧１０２（図７）との接続ノードに、制御回路１０６の出力が接続される。また、制
御回路１０６の入力は、モードコントロール回路１０３（図７）に接続される。この場合
も、ＰＷＭ制御により電源電圧を形成しているＰＳ２モードから、ＰＦＭ制御により電源
電圧を形成するＰＳ１モードへ変更するとき、所定の電圧１０２（図７）の電圧が制御回
路１０６によって一時的に低下される。
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【００９６】
　図１２には、図１に示したコントローラ１の一部を変更した実施の形態が示されている
。この実施の形態においては、図１に示したコントローラ１のうち、エラーアンプ２３、
ＤＡＣ２２および差動アンプ２４の部分が変更されている。図１２では、コントローラ１
は破線で示されており、コントローラ１において、図１２に示されていない部分は、図１
のコントローラ１の部分と同じであるので、その詳細な説明は省略する。
【００９７】
　同図において、Ｔ１、Ｔ２、ＦＢ、Ｅ１、Ｅ０は、コントローラ１の外部端子を示して
いる。外部端子Ｔ１およびＴ２には、ＣＰＵ２５の電源電圧ＶＳＥＮ１およびＶＳＥＮ２
が供給され、外部端子Ｅ０は、図１に示したＰＷＭ比較器３１の反転入力端子に接続され
る。外部端子Ｅ１とＥ０との間には、抵抗素子４２６および容量素子４２７、４２８によ
り構成されたループフィルタが接続されている。また、外部端子ＦＢと外部端子Ｅ１との
間には、差動アンプ２４の出力とエラーアンプ２３の反転入力端子との間を接続する負荷
抵抗素子４２５が接続されている。
【００９８】
　図１では、詳細に示されていなかったが、差動アンプ２４の反転入力端子（－）には、
帰還抵抗素子４２４を介してその出力が帰還され、抵抗素子４２３を介してＣＰＵ２５の
電源電圧ＶＳＥＮ２が供給される。また、差動アンプ２４の非反転入力端子（＋）には、
バイアス用の抵抗素子４２１を介して電源電圧Ｖｃが供給され、抵抗素子４２２を介して
ＣＰＵ２５の電源電圧ＶＳＥＮ１が供給される。周知のように、差動アンプ２４の増幅率
は、これらの抵抗素子４２１～４２４の値により定められる。差動アンプ２４の出力は、
負荷抵抗素子４２５を介して、エラーアンプ２３の反転入力端子（－）に供給され、エラ
ーアンプ２３の非反転入力端子（＋）には目標電圧を形成するＤＡＣ２２の出力が供給さ
れる。ＤＡＣ２２は、ＤＡＣデジタルステップ制御部２０（図１）からのデジタルデータ
に従って、目標電圧を形成する。
【００９９】
　同図において、一点破線は電流ＤＡＣを示しており、ＤＡＣデジタルステップ制御部２
０からの信号に従って動作を開始し、ＤＡＣデジタルステップ制御部２０からのデジタル
データに従った電流を形成する。電流ＤＡＣの出力は、エラーアンプ２３の反転入力端子
（－）に接続されており、デジタルデータに従ったシンク電流が負荷抵抗素子４２５を介
して差動アンプ２４に供給される。電流ＤＡＣ４２０は、それぞれのソースが回路の接地
電圧に接続され、ゲートが共通接続されたＭＯＳＦＥＴ４２９～４３２を有する。ＭＯＳ
ＦＥＴ４２９のゲートはさらにそのドレインに接続され、ドレインと電源電圧Ｖｃとの間
には定電流回路４３６が設けられている。ＭＯＳＦＥＴ４３０～４３２のそれぞれのドレ
インと電流ＤＡＣ４２０の出力との間には、スイッチ回路４３３～４３５が接続されてお
り、それぞれのスイッチ回路４３３～４３５は、ＤＡＣデジタルステップ制御部２０から
のデジタルデータに従ってオン／オフ状態にされる。ＭＯＳＦＥＴ４２９～４３２により
カレントミラー回路が構成されており、ＭＯＳＦＥＴ４２９に対する各ＭＯＳＦＥＴ４３
０～４３２のそれぞれのサイズ比を設定することにより、定電流回路４３６の電流とサイ
ズ比に沿った電流を、スイッチ回路４３３～４３５のオン／オフにより、電流ＤＡＣ４２
０から出力（引き抜く）される。すなわち、ＤＡＣデジタルステップ制御部２０からのデ
ジタルデータに従った値のシンク電流が負荷抵抗素子４２５に供給される。
【０１００】
　図１３には、ＤＡＣ２２の出力電圧およびＣＰＵ２５の電源電圧の波形が示されている
。図１３において、横軸は時間を示しており、縦軸は電圧を示している。また、同図にお
いて、実線はＤＡＣ２２の出力電圧の波形を示し、一点破線はＣＰＵ２５に供給される電
源電圧の波形を示している。図１３の（Ｃ）に示されている二点破線は、エラーアンプ２
３の出力電圧を示している。
【０１０１】
　図１３の（Ａ）は、電流ＤＡＣ４２０を設けない場合の波形を示している。図１３では
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、目標電圧が電源電圧と同じ値の例が示されている。目標電圧は、電源電圧と異なる電圧
値であってもよい。たとえば、電源電圧を分圧することのより測定電圧を形成するように
した場合、測定電圧および目標電圧の電圧値は、電源電圧と異なる値となる。ここでは、
説明を容易にするために、目標電圧と電源電圧とが同じ値の場合を例として説明する。
【０１０２】
　ＣＰＵ２５から、コントローラ１に対して電源電圧を、電圧Ｖ１からＶ２へ低下させる
コマンドが供給されると、このコマンドに応答して、電圧指示値レジスタ１８が変更され
る。この変更は、ＤＡＣデジタルステップ制御部２０に伝えられ、ＤＡＣデジタルステッ
プ制御部２０から、ＤＡＣ２２に対して、目標電圧を、電圧指示値レジスタ１８に格納さ
れた値に変更する旨の指示が、時刻ｔ１で発行される。これにより、時刻ｔ１において、
ＤＡＣ２２は、電圧Ｖ１からＶ２へ低下する目標電圧を出力する。時刻ｔ２において、Ｄ
ＡＣ２２から出力される目標電圧は、指示された電圧Ｖ２に到達する。しかしながら、電
源電圧は、一点破線で示されている様に電圧Ｖ２よりもさらに低下し、また電圧Ｖ２に戻
るような振動をする。時刻ｔ３以降は、電源電圧の振動も収束する。
【０１０３】
　図１３の（Ｂ）には、ＤＡＣ２２から出力される目標電圧にオフセット電圧を設けた波
形の例が示されている。すなわち、ＤＡＣ２２からは、時刻ｔ２までは電圧Ｖ２よりも高
い電圧を目標電圧として出力させ、時刻ｔ３以降で、電圧Ｖ２を目標電圧とし出力させて
いる。このようにすることにより、電源電圧は、一点破線で示されている様に、時刻ｔ１
で電圧Ｖ２近辺まで低下し、時刻ｔ３以降で電圧Ｖ２迄低下する。そのため、電源電圧が
目標電圧Ｖ２に到達するのに時間を要することになるが、電源電圧の波形が電圧Ｖ２より
も落ち込むことを低減することは可能となる。
【０１０４】
　図１３の（Ｃ）には、図１２に示した回路の動作波形が示されている。図１３の（Ａ）
と同じように、ＣＰＵ２５からのコマンドに従って、時刻ｔ１からＤＡＣ２２の出力電圧
が（目標電圧）が、Ｖ１からＶ２へ変更される。この時刻ｔ１において、電流ＤＡＣ４２
０も、動作状態にされる。この実施の形態においては、電流ＤＡＣ４２０から出力される
シンク電流は、時間に沿って、その値が変化する様に、ＤＡＣデジタルステップ制御部２
０から、ＤＡＣ４２０へ供給されるデジタルデータが変化される。すなわち、時刻ｔ１に
おいて、所定のシンク電流を電流ＤＡＣ４２０が負荷抵抗素子４２５に供給する様にされ
、電源電圧が電圧Ｖ２に到達する時刻ｔ２になるまで、シンク電流が増加する様なデジタ
ルデータが形成され、ＤＡＣ４２０へ供給される。シンク電流が増加するにしたがって、
オフセット電圧は大きくなる。電源電圧が電圧Ｖ２に到達すると、ＤＡＣデジタルステッ
プ制御部２０は、シンク電流を減少させる様なデジタルデータを形成し、ＤＡＣ２２に供
給する、これにより、オフセット電圧は低下する。図１で述べた様に、電源電圧は、たと
えば、ＡＤＣ１７により検出され、ＭＣＵ５あるいはＤＳＰにより、電圧Ｖ２に到達した
か否かの判断が実施される。ＭＣＵ５あるいはＤＳＰにより、電源電圧が電圧Ｖ２に到達
したことを判断したタイミングで、ＤＡＣデジタルステップ制御部２０から出力されるデ
ジタルデータを変更するようにすれば、上記のように、シンク電流を増加させ、その後で
減少させることが出来る。このようにすることにより、電源電圧の波形は電圧Ｖ２よりも
落ち込むことを防ぐことが可能となる。また、図１３の（Ｂ）のように、ＤＡＣ２２の目
標電圧を途中で変更しなくてもよいため、収束の時間を短くすることも可能である。さら
に、ＤＡＣ２２の目標電圧を途中で変更する場合、変更する電圧ステップの幅（電圧値）
を小さくするのに制限が生じる。これに対して、電流ＤＡＣ４２０を設けることにより、
電圧ステップの幅をＤＡＣ２２とは別に設定することが出来、電源電圧の波形をより細か
く制御することが可能となる。なお、電源電圧が電圧Ｖ２に到達したか否かの判定は、テ
レメンタリ処理あるいは図７に示した例を用いて判定してもよい。
【０１０５】
　図１３の（Ｃ）からも理解されるように、電流ＤＡＣ４２０は、測定電圧を補正するも
のであり、補正回路と見なすこともできる。
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【０１０６】
　図１４には、補正回路の変形例が示されている。図１２では、補正回路である電流ＤＡ
Ｃ４２０を半導体チップ内に設けるようにしていたが、図１４の補正回路は半導体チップ
の外部に設けられる。もちろん、図１４の様に、補正回路をコントローラ１の外に設けた
場合は、電流ＤＡＣ４２０は不要となる。図１４に示した補正回路は、定電流回路４５０
を受けるダイオード接続のＭＯＳＦＥＴ４５９と、ＭＯＳＦＥＴ４５９とカレントミラー
を構成するＭＯＳＦＥＴ４５８と、電源電圧を低下させることを表す指示信号Ｓｉにより
制御されるＭＯＳＦＥＴ４５７とを有している。電源電圧を低下させる指示がＭＯＳＦＥ
Ｔ４５７に供給されると、ＭＯＳＦＥＴ４５７はオン状態となり、カレントミラーにより
、定電流回路４５０の電流に従った電流がバイポーラトランジスタ４５６のエミッタに供
給される。バイポーラトランジスタ４５６は、そのコレクタとベースが接続され、コレク
タは抵抗素子４５２を介して電源Ｖｃに接続されている。また、このトランジスタ４５６
のベースは、バイポーラトランジスタ４５４のベースに接続されている。トランジスタ４
５４のエミッタは、抵抗素子４５１を介して接地電圧に接続され、そのコレクタは上記外
部端子Ｅ１（図１２）に接続されている。トランジスタ４５６と４５４はカレントミラー
を構成しており、トランジスタ４５６に流れる電流に従った電流が、トランジスタ４５４
を介して外部端子Ｅ１から回路の接地電圧へ流れる。そのため、ＭＯＳＦＥＴ４５７をオ
ン状態とすることにより、外部端子Ｅ１に接続された負荷抵抗素子４２５（図１２）から
電流を引き抜くところのシンク電流が形成される。トランジスタ４５６のエミッタと回路
の接地電圧との間に接続された容量４６０は、ＭＯＳＦＥＴ４５７がオフ状態のときに、
エミッタの電位を定めるために設けられている。
【０１０７】
　図１５には、図１に示したコントローラ１の他の実施の形態が示されている。図１２と
同様に、図１５には、差動アンプ２４、ＤＡＣ２２およびエラーアンプ２３の部分が示さ
れており、他の部分は図１と同じであるため、省略されている。また、図１５において、
図１２と同じ部分には、同じ符号を付してあり、同じ符号が付してある部分については、
その説明を省略する。図１５に示した実施の形態と、図１２に示した実施の形態と異なる
ところは、エラーアンプ２３の反転入力端子（－）に、電流ＤＡＣ５００が接続されてい
ることである。
【０１０８】
　電流ＤＡＣ５００は、電源Ｖｃに、それぞれのソースが接続されたＭＯＳＦＥＴ５０１
～５０４と、ＭＯＳＦＥＴ５０２～５０４のそれぞれのドレインと電流ＤＡＣ５００の出
力との間に接続されたスイッチ回路５０６～５０８を有する。また、電流ＤＡＣ５００は
、定電流回路５０５を有している。スイッチ回路５０６～５０８のそれぞれは、ＤＡＣデ
ジタルステップ制御部２０（図１）からのデジタルデータによってスイッチ制御される。
ＭＯＳＦＥＴ５０１は、そのドレインとゲートが接続されており、そのドレインに定電流
回路５０５が接続され、ＭＯＳＦＥＴ５０１～５０４のゲートは共通に接続されている。
ＭＯＳＦＥＴ５０１～５０４は、カレントミラー回路として動作する。そのため、デジタ
ルデータに従ってスイッチ回路がオン状態にされると、ＭＯＳＦＥＴ５０１～５０４のサ
イズ比に従って電流が形成され、電流ＤＡＣ５００から出力される。電流ＤＡＣ５００は
、負荷抵抗素子４２５に対して電流を供給する方向の電流であるため、ソース電流が、電
流ＤＡＣ５００から負荷抵抗素子４２５に供給されると理解されたい。
【０１０９】
　図１６には、図１５の動作波形が示されている。ＣＰＵ２５から電源電圧を電圧Ｖ１か
らＶ２へ上昇させる旨のコマンドがコントローラ１に供給されると、電圧指示値レジスタ
（図１）の値が変更される。これにより、時刻ｔ１において、ＤＡＣデジタルステップ制
御部２０から、目標電圧を電圧Ｖ２へ上昇させるデジタルデータが出力され、目標電圧で
あるＤＡＣ２２の出力電圧が、図１６の（Ａ）において実線で示されている様に上昇する
。ＣＰＵ２５の電源電圧は、フィードバック制御によって、目標電圧に整合する様に上昇
する。このとき、電流ＤＡＣ５００が設けられていない場合、エラーアンプ２３等が有す
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る動作遅延のため、電源電圧の波形は、図１６の（Ａ）において、一点破線で示されてい
る様に変化する。すなわち、動作遅延等により、電圧レギュレータの出力電圧は電圧Ｖ２
を超えてします（オーバーシュート）。この実施の形態によれば、電源電圧が電圧Ｖ２に
達したときに（時刻ｔ２）、電流ＤＡＣ５００が動作状態にされる。これにより、ソース
電流が負荷抵抗素子４２５に供給され、測定電圧にオフセット電圧が加えられる。測定電
圧はエラーアンプ２３の反転入力端子（－）に印加されるため、エラーアンプ２３は、そ
の出力電圧を低下させる方向に動作をし、図１６の（Ａ）に二点破線で示されている様に
、電源電圧が電圧Ｖ２を超える電圧を低減する様に動作する。従って、ＣＰＵ２５に供給
される電源電圧のオーバーシュートを低減することが可能となる。
【０１１０】
　電流ＤＡＣ５００の出力波形は、図１６の（Ｂ）に示されている。時刻ｔ２から時刻ｔ
３迄の電流加算をしている期間は、たとえば、ＤＡＣデジタルステップ制御部２０に、レ
ジスタの設け、このレジスタに設定する様にしてもよいし、固定値としてもよい。また、
この期間に印加される電流値は、電流ＤＡＣ５００に設けられているスイッチ回路５０６
～５０８のいずれをオン状態にするかによって決まる。いずれのスイッチ回路をオン状態
にするかは固定にしてもよいし、レジスタをＡＤＣデジタルステップ制御部２０に設け、
変更できるようにしてもよい。また、電源電圧は、ＡＤＣ１７によりデジタルに変換され
るため、ＭＣＵ５あるいはＤＳＰにより、電源電圧が電圧Ｖ２に到達したか否かは判定さ
れ、ＡＤＣデジタルステップ制御部２０を介して、電流ＤＡＣ５００に動作開始の指示を
することが出来る。なお、電源電圧が電圧Ｖ２に到達したか否かの判定は、テレメンタリ
処理あるいは図７に示した例を用いて判定してもよい。
【０１１１】
　この場合においても、オーバーシュートを低減するために、測定電圧を補正することか
ら電流ＤＡＣ５００は、補正回路と見なすこともできる。
【０１１２】
　他の実施の形態として、図示はしないが、図１２に示した電流ＤＡＣ４２０を図１５の
実施の形態に加えたコントローラ１がある。この実施の形態によれば、電源電圧波形の落
ち込みおよびオーバーシュートを低減することが可能となる。
【０１１３】
　以上複数の図面を用いて複数の実施の形態を説明したが、複数の実施の形態は互いに組
み合わせても良いことは言うまでもない。
【０１１４】
　以上本発明者によってなされた発明を実施形態に基づいて具体的に説明したが、本発明
はそれに限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能であ
ることは言うまでもない。
【符号の説明】
【０１１５】
１　コントローラ
５　ＭＣＵ
７　フラッシュメモリ
１７　ＡＤＣ
２２　ＤＡＣ
２３　エラーアンプ
２４　センスアンプ
２５　ＣＰＵ
３０－１～３０－３　電圧レギュレータ
３４　タイマ
３５　制御回路
３６　ＤＳＰ
３７　メモリ
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１０１　検出比較回路
１０３　モードコントロール回路
１０６　制御回路
４２０、５００　電流ＤＡＣ

【図１】 【図２】
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【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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